
給与勧告の手順

企業規模５０人以上かつ事業所規模５０人以上の県内民間事業所５５３事業所のうちから人事院が層化
無作為抽出法により１５５事業所を抽出

（注）事業所数は令和６年実施対象分

（個人別給与４月分）

行政職、公安職、教育職等

を調査

職種別民間給与実態調査（実地） ※人事院と共同調査 県職員給与実態調査

事業所別調査

事務・技術関係従業員の４月分実支給額
・常勤の従業員（役員等を除く）
・公務類似職種（事務・技術等７６職種）

給与改定や諸手当
の支給状況等

直近１年間の賞与等
の特別給の支給状況

民間と県職員の年間支給月
数を比較

民間と県職員（行政職）の４月分給与を精密に比較

（ラスパイレス方式による公民給与較差の算出）

給料表・手当の改定等の内容検討・決定

人事委員会報告・勧告

県議会 県知事

（改正給与条例の審議・決定） （勧告の取扱い決定）

従業員別調査

給与条例等改正議案提出

情 勢 適 応 の 原 則
均 衡 の 原 則

人事院の勧告
他都道府県等の状況

※ ラスパイレス方式

仕事の種類、役職段階、学歴、
年齢等が相応する者同士の給
与を比較

任命権者、職員団体
等の要望、意見等を
聴取



民間給与との比較方法（ラスパイレス比較）

個々の県職員に民間の給与額を支給したとすれば、これに要する支給総額（Ａ）が、現に支払っている支給総
額（Ｂ）に比べてどの程度の差があるかを算出しています。
具体的には、以下のとおり、役職段階、学歴、年齢階層別の県職員の平均給与と、これと条件を同じくする

民間の平均給与のそれぞれに県職員数を乗じた総額を算出し、両者の水準を比較しています。

（役職段階）

（学 歴）

（年齢階層）

（民間給与総額（Ａ）） （県職員給与総額（B））26･27歳
24･25歳

県職員：
行政職

民間：
事務・技術
関 係 職 種

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

各役職段階ごとに「１級(係員)」と
同様に学歴別、年齢階層別に民間
給与及び県職員給与を算定

民間給与と職員給与の較差＝（ａ）－（ｂ）

22・23歳

20・21歳

18・19歳

16・17歳

民間給与×県職員数

民間給与×県職員数

民間給与×県職員数

民間給与×県職員数

民間給与総額
÷県職員総数

＝（ａ）

(注)

民間の役職段階

は企業規模５００

人以上の事業所

の場合です

県職員給与×県職員数

県職員給与×県職員数

県職員給与×県職員数

県職員給与×県職員数

県職員給与総額
÷県職員総数

＝（ｂ）

１級 係員

２級 主任

３級 係長

４級 係長

７級 課長

８級 課長

９級 部長等

５級 課長代理

６級 課長代理

県職員 民間(注) （年 齢）


